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生
活
保
護
法
に
ょ
る
事
業
は
、
我
國
社
會
保
障
制
度
の

1

部
を
な
す
も
の
で
あ
，
て
、.

そ
れ
自
體
直
ち
に
社
齡
事
業
で
は
な
い
。
こ
の 

法
律

.

の
下
に
、
观
會
が
資
困
卷
に
金
品
を
支
給
し
或

•

は
醫
療
を
與
え
な
、ど
し
て
そ
の
困
難
を
救
濟
す
る
こ
と
は
、
最
低
生
活
保
障
の
.仕
事 

で
あ
る
。
そ
し
て
こ

.

の
仕
事
を
最
も
有
効
適
切

I

行
う
た

^

の
方
法
の

'
.

一
っ

•

が
、.

則
ち
社
會
事
業
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
.：ま
た
兒
童
福 

祉
法
の
事
業
に
し

.

て
も
或
ば
結
核
や
癩
な
ど

.

に
對
す
る
醫
療
保
護

.

#

業
に

_

し
て
も
、
そ
れ
を
有
効
適
切
に
行
う
に
は
社
會
事
業
が
そ
の
方 

法

と
. 1
>

て
用
い
ら
れ
る
、。
要
す
る
に
取
は
、
社
會
事
業
の

，

本
質
を
■

も
っ
て
、
技
術
と
；考
え
石
も
の
で
あ
っ
て
、.
斯
う
し
て
社
會
保
障
制
度 

..

ね
區
別
さ
れ
允
社
會
事
業
を
菥
究
す
る
こ
と
に
依
り
、
社
# '

事
業
の
.、
從
っ
て
ま
た
社
會
保
障
制
度
の
進
步
改
善
に
寄
與
し
得
る
と
考
え 

.

る
。
こ
义
に
は
生
活
保

.

_

叛
.

に
關
連
し
て
行
わ

4

る
社
會
事
業
の
槪
要
を
述
べ
、

そ
の
重
要
な
問
題
を
取
上
げ
て
、み
た
い
。.

：卽
ち
先
ず

^

 

ノ
活
保
護
法

.

の
：
規

宠

す

る

：と

\

こ
ろ
を
略
述
し
、

.

次
に
こ
の
法
に
基
く
事
業
の
實
際
音
槪
，觀 
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生
否
來
護
法(

昭
和『

：2
年
五
月
四
日
制
定
、
：同
日
施
行
、'.
'
'
.
昭
和
ー
1五
年
ニ
六
年
ニ
ゼ
年
及
び
1ズ 

「

こ
：の
法
律
の 

目
的」

と
1>
;
て
、「

し
.の
法
律
ば
、
日
本
國
憲
法
第
一
一
十
五
條
に
規
定
す
.各
理
念
に
寒
き
、
國
が
生
活
に
.困
窮
す
る
す
べ
て
の
國
民
に
對 

し
、
/そ
.の
.困
窮
の
.程
度
に
.應
じ
、
.必
要
な
保
護
を
行
い
’
そ
の
最
低
-限
度
の
生
活
を
保
障
す
る
と
と
も
に
-
そ
の
自
立
を
助
長
す
る
こ
と 

:

を
自
的
と
す
る」

と
規
定
し
で
あ
る
。
そ
1;
て

「

と
の
：法
律
に
^
 

健
康
で
文
化
的
な
生
活
水
準
を 

維
持
す
る
_ご
と
が
.で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
^>
ら
.な
.い
。」

'

(

第
四
條)

.と
し
、「

す
べ
で
國
民
は
、
こ
の
、
^

^

り
、
こ
：の
法
律
に
i
る
保
護
を
、
：無
差
別
平
等
に
.受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。」

(

第
二
條)

.然
：し

年

ら--
1保
護
は
、
生
活
に
困
窮
ず
る
#
が
_
 

そ
.の
刹
用
し
得
る
資
產
、
能
力
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
、
.そ
の
最
低
限
度
の
生
活
，の
維
持
の
た
.め
に
活
用
す
る
こ
.と
を
要
件
と
し
て
行 

.わ
れ
る
。一

(

第
西
條
第
：
•一

 
.項)

そ
し
.て
こ
.の
保
護
が
要
保
護
卷
に
と
.つ
で
の
權
利
と
し
て
與
え
ら
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
の
5,
で
、
與
え
ら 

れ
た
.保
護
に
.つ
'い
て
被
保
護
翁
が
都
道
府
縣
知
事
に
不
服
を
申
也
て
、
知
事
の
そ
れ
に
對
ず
る
決
定
に
つ

い
て
更
に
厚
生
大
臣
に
不
服
を 

申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
等
0.
規
定
が
あ
る
。
バ
第
3

條
丨
第
ガ
丸
條)

.；.

:

:
.
.
.
.

保

護

に

は

、
...生

活

扶

助

•

敎

育

扶

助

•

住
宅
扶
助

•

醫
療
扶
助
•
出

産

•扶

助•

生
業
扶
助

•

葬
祭
扶
助
の
七
種
類
が
あ
り
、
す
べ
て
厚
.
 

生
大H

1

の
定
め
た
基
準
，に
基
い
て
行
わ
れ
る
。
生
活
扶
助
と
は
、
.困
窮
の
た
め
最
低
限
度
の
生
活
を
維
持
す
る
•こ
と
の
.で
き
な
い
者
に
對 

し
て
、
，金
錢
文
は
現
物
.を
給
付
し
或
は
養
老
施
課
そ
の
他
適
當
な
施
設
に
攸
容
し
て
保
護
を
行
ぅ
も
の
を
謂
い
、
敎
育
扶
助
は
義
務
教
育 

に
必
要
な
敎
科
書
そ
の
他
の
學
甩
品
•
通
學
用
品
V
給
食
な
ど
の
费
用
を
扶
助
す
る
も
の
、
住
囊
助
は
住
居
及
び
そ
の
；補
修
な
ど
の
費 

弔
を
扶
坊
す
る
i
の
■、
翳
療
扶
助
ぼ
診
察
•
投
藥

.
手
術
及
び
そ
の
他
の
治
療
，
入
.院

#
看
護
な
ど
の
醫
療
を
給
付
す
る
も
の
、
出
產
扶

助
は
助
產
の
給
付
及
び
そ
の
他
の
出
齑
#
用
の
扶
助
を
行
う
も
3

生
業
扶
助
は
生
業
に
孤
要
な
資
金
厂
器
具
叉
は
資
料
を
給
仗
し
、
或 

は
必
要
な
技
能
修
得
を
助
け
或
は
就
勞
に
必
.要
な
施
設
の
供
與
な
ど
を
行
う
も
の
、
葬
祭
换
助
は
檢
案
.
死
體
運
搬
•
火
葬
叉
は
埋
葬* 

納
骨
な
ど
の
費
用
を
挟
助
す
る
も
の
を
謂
う
。
：

次
に
こ
れ
等
の
保
護
を
行
う
に
當
つ
ズ
利
用
さ
れ
石
主
耍
な
施
設
：と
し
て
、
左
の
如
き
保
護
施
設
が
あ
.る
。：
卽
ち
荖
衰
し
た
要
保
® 

，

栽
を
收
容
す
る
養
渚
施
設
、
.身
體
上
叉
は
精
神
上
著
し
い
缺
陷
が
あ
る
た
め
所
謂
廢
人
の
狀
態
に
あ
る
要
保
護
莕
を
收
容
す
る
救
謹
施 

設
、
身
體
上
叉
は
精
神
上
の
.理
.由
に
ょ
り
養
ft
及
び
補
導
を
必
要
と
す
る
が
、
そ
れ
に
ょ
つ
.て
^
常
の
狀
態
に
戾
し
得
る
見
：込
の
あ
る
者 

.例
え
ば
浮
浪
者
•
家
出
入

*
M-
#
薄
■
#:
•
恢
復
期
の
結
核
患
者
な
ど
を
收
容
す
る
更
生
施
設
、
醫
療
.を
必
要
と
す
る
要
保
護
者
に
對
し 

て
醫
療
の
給
付
を
目
的
と
す
る
醫
療
施
設
、
身
體
上
若
し
く
は
精
.#
上

の

理

由

に

ょ

り

叉

は

，世

滞

の

事

情

に

ょ

.つ

.て
就
業
能
カ
の
限
ら
れ 

て
い
る
耍
保
護
者
に
對
し
て
、
就
勞
又
は
技
能
修
得
.に
必
要
な
機
會
及
び
便
宜
を
與
え
て
、
そ
の
自
立
を
助
長
ず
る
こ
と
'を
目
的
と
す
る 

授
產
施
設
、./
住
居
の
.な
い
耍
保
■護
者
の
.世
帶
に
：對
し
て
住
宅
.'を
提
供
す
.る
こ
：と
を
目
的
と
す
る
宿
^ '
提
供
施
設
で
あ
る
。
こ
れ
等
の
保
護 

.施
設
を
設
置
し
得
る
も
の
は
’、
地

方

公

共

圑

體

，
日

本

赤

十

字

社

.>
社
會
福
祉
事
業
法(

昭
和
ニ
六
年
三
月
ニ
九
日
制
定
、
同
六
月1

日
施
行
、
 

昭
和
一
一
六
年
、
一

.

一
八
年
敗
正
V
に
定
め
ら
れ
，
て

：い
る
社
會
福

;

it
法
人
で
あ
り
、：

そ
の
：設

備

及

び

.運

營

並

び

に

取

扱

人

員

は

厚

生

大

臣

の

定

め 

る
最
低
蕋
準
以
上
の
も
の
：で
な
け
れ
ば
な
ら
众
い
,.
0
尙
々
の
他
に
、
：：厚
生
大
臣
叉
は
都
道
府
縣
知
事
に
.ょ
つ

て

、
.
一

般

の

醫

療

及

び

助

産

機
關
が
醫
療
扶
助
..
出

產

扶

助

の

た

：め
の
.機
關
と
し
て
指
笼
さ
れ
利
用
さ
れ
る
。
''
:
.
 

へ
，
'.
'

> 

•. 

, 

. 

•
.
. 

: 

.

' 

.
•
. 

■ 

.

.

:

と
こ
：ろ
で.
こ
れ
等
の
仕
事
を
行
う
當
事
者
は
誰
か
と

》

う
に
、.
先
.
ず
都
道
府
縣
知
事.*'
.

市

長

•
社
會
福
祉
事
業
法
に
定
め
ん
福
祉
事
務 

所
を
持
つ
町
村
，長
は
、
：
.

要
保
護
菩
に
對
し
て
保
護
を
決
定
し
沮
つ
實
施
す
る
機
齡
で
知
る
。
そ
し
て
社

#'
'
福
祉
事
業
法
に
定
め
る
社
會
福 

祉
主
事
は
、
右
の
實
施
機
關
の.事
務
執
i t

の
補
助
機
關
で.
あ
り
、
吏
に
民
生
委
員
法'(

昭
和
ニ
三
年
七
月

1
1.

九
日
制
定
、
同
日
施
行
、
ニ
八
年
改 

.生
活
保
_
法
關
係
め
社
會
事
業
ー
に
關
：す

る

諸

間

題

-\
-

,

三
：
.
..'
■• 

.
0

 
一：一/
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三 
s
#
^
^
i
?
s
.
^
S
V
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四 

V
.

(

四)

IE
>
に
定
め
る
民
生
.委
員
は
、
市
町
村
長
.
福
祉
事
務
所
長
>
社
會
福
祉
主
事
の
事
務
執
衍
の
協
ヵ
機
關
で
あ
る
。
社
會
福
祉
主
事
は
地

方
公
叛
W
體
の
事
務
班
員
叉
は
枝
術
吏
員
で
あ
：り
、
.民
生
.委
員
は
、
都
道
府
縣
知
事
の
推
朦
に
ょ
っ
.て
厚
生
大
臣
が
委
«
す
る
名
#
職
で

あ
る
。

■

■

.

•

.

■

.
 

,
'.
.
'•
:
:
'
. 
/

.-
 

•.

こ
れ
等
'の
人
々
が
仕
事
を
.す
る
組
織
.の
中
心
が
福
祉
事
務
所
で
あ
っ
て
、
都
道
府
縣
及
び
市
は
こ
れ
令
設
置
す
る
義
務
が
あ
り
、
町 

村
は
任
-意
と
な
つ
て
居
る
。
尙
、
こ
.の
事
務
.所
は
、
.生
活
保
護
法
..の
み
な
ら
ず
、
兒
童
福
祉
法
及
び
身
體
障
害
#
福

祉

法

に

.定

め

る

援 

謹

：•：育
成

义

は

更

生

，
の

措

置

に

關

す

る

事

務

：を

っ

か

さ

ど

る

と

.こ
ろ
で
あ
る
。

:■
.
 

.
 

■

..
最
後
.に
費
用
に
就
い
て
の
規
定
を
見
る
と
、
保
議
に
要
ず
る
直
接
の
費
用
卽
^-
保
護
費
は
、
國
が
八
割
都
道
府
縣
が
ー
一
割
を
負
掃
し
、
 

保
護
施
設
の
事
務
費
及
び
保
護
施
設
以
外
の
施
設
叉
は
私
人
の
家
庭
に
委
託
し
た
場
合
の
事
務
費
に
っ
い
て
も
、
や
は
り
國
が
八
割
都
道 

庇
縣
が
|1.
割
を
負
檐
、
市
町
村
の
設
置
す
る
保
護
施
設
の
設
備
に
要
す
る
費
用
は
、
國
が
五
割
都
道
府
縣
及
び
市
町
村
が
夫
 々
一
i
五
 ̂

.を
負
擔
、
都
道
府
縣
の
設
置
す
る
'%
.の
の
場
合
ば
都
道
府
縣
が
五
.割
負
擔
：
民
間
で
散
置
し
た
保
護
施
設
.に
對
し
て
は
、
，.そ
の
修
理•

改 

造

..
'擴
張
'•
叉
は
整
備
の
.費
用
の
四
分
の
三
以
押
.を
都
道
府
縣
が
補
助
す
る
.こ
と
が
.で
き
ク
國
は
'そ
の
ま
た
三
分
の
ニ
以
内
を
都
道
府
縣 

へ/袖
助
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
生
活
保
議
の
事
務
を
.檐
當

す

る

社

會

福

祉

、玉
-*
そ
.の
他
の
職
員
の
人
件
費
は
、
そ
れ
等
職
員
を
置
く
當
該 

地
方
公
典
ff
l-
體
が
負
«
す
る
。.

ま
だ
生
活
保
護
の
行
政
事
務
費
も
、
規
定
で
は
人
件
費
と
.同
様

：で
，
あ

る

が

、

豫

箅

補

助

の

形

式

に

ょ

っ

て
、
地
方
公
共
團
體
が
そ
の
.一.一
分
の
'
一
以
上
を
負
擔
ず
る
こ
と
を
條
俾
と
し
て
國
か
ら
の
補
助
が
行
わ
れ
る
。

:

.........
 

-■
 
■
 

.
 

'

.

.

.

;

.ニ
、
坐
活
.保
護
瀋
業
の
。現
狀
歡
11
.

, 

.

.

.

.

.
:

 

一

...:

■

•.-

■

......

■.
.

:
.

坐
活
保
護
法
の
卞
に
保
讒
を
受
げ
て
居
を
人
の
數
は
、
昭
和
一
.一
七
年
一
一
一
月
以
來
每
月J

九

-0
萬

薑

を

.«
け
て
眉
石
。
蓍
生
活
保
讓
我

2,733

被保護者數 保護率

,4
P

J1
>0
5 
0

1 
2

1 
2 

o 

} 1
) 9
r2
, 5
2

,

 

6
 

3
 

2
 

2
 

2
 

0

 

,8
<
9
, 

7 

0
-
0 

0 

9 

9 

9 

.
9
:
9
. 

2
 

1

.

1
 

2
 

2
 

2
 

1

1

.X
 

1
 
X

平均'
平均

.

月
-

.

月
.

月
；
.
.
M

昭和 2 1 年 
(10—12月う
〃 2 2 年

〃 2 3 年

〃 2 4 年

〃 2 5 年

" 2 6 年

" 2 7 年

〃 2 8 年

〃 2 9 年

厚生省調:

第 1 表

.

9

和111.1.

年
九
月
九
日
腳
定
、
一
Q-
月
-*
日
搬
行〕

：
が
制
定
實
施
さ
れ
て
か 

ら
丫
最
も
多
か
つ
た
の
ほ
三
ニ
年
九
月
の
三
、
一一：一，
一
千
人
、
最
も
少
か 

つ
：
た

：：の

ぼ
-1
-
-
.
画
年
五
：5
の
-
、
..左
八
六
千
人
で
あ
.つ
た
。
我
國
總
人
ロ
に 

對
す
る
割
合
は
、'
ニ
：八
年
以
降
大
體
ニ
分
ー
.
.一
厘
前
後
で
ぢ
る
。(

第
一
表
參 

■照)

：
各
種
扶
助
別
に
：見
る
と
、
醫
療
扶
肋
.に
の
み
增
加
.が
あ
り
、
他
の
す 

ベ
て
に
減
少
が
見
ら
れ
る
の
に
對
し
て
、
著
：し
べ
自
立
つ
て
.居
る
。
保
護 

費
の
額
は
增
加
し
た
も
：の
が
多
く
、
醫
療
扶
助
費
は
殊
に
增
加
が
大
き
_ 

い
.
0 (

第
二
表
參
照)

一
一
八
一
年
.に
は
保
護
費
總
額
の
ぅ
ち
.で
.
醫

療

扶

助

費 

'が
四
八
、.
九
^
を
占
め
，、
生
活
扶
助
費
S

1

•六
^)

.ょ

り

も

多

か

つ

すこ■-
,
斯
か
る
變
化
■の
主
要
な
原
因
は
、；.第

，一
.に
保
護
の
.實
施
が
厳
格
に
な
っ
て
來
た
.こ
と
巧
被
保
護
#
數
減
少
の
主
要
な
原
因
で
あ
る
と 

.思
わ
れ
、
第
二
：に
は
、
保
護
の
.甚
準
.の
金
額
が
引
上
げ
ら
.れ
た
と
と
、
郎
ち
昭
.和
.ニ
一 

年
以
來
現
行
の
も
の
に
至
る
ま
，で
に
一
.
三
囘
改
訂 

さ
れ
、
そ
の
都
度
金
額
が
增
加
し
た
こ
と
が
、
保
護
費
の
增
加
の
：主
妒
原
因
.で
あ
り
、
：第m

に
は
、
醫
療
扶
助
の
申|

馨
が
增
加
し
殊
に 

結
核
入
院
患
教
--
0
墦
加
し
た
こ
と
が
、
醫
療
扶
助
費
の
特
..に
著
し
い
增
加
.を
見
た
原
因
で
あ
ろ
う
。
■入
院
結
核
患
菩
は
被
保
護
入
院
患
苕 

.總
數
の
う
ち
七
. 一
.'
七
^
を
占
め
、
し
か
4-
-
-他
に
耍
入
.院
結
核
患
者
.ガ

1
三
：七
萬
人
.も
居
る
.と
灵
わ
れ
る
。
一：一
九
年
夏
に
は
入
退
所
■
準 

-

の
改
訂
に
闘
し
て
被
保
護
入
院
患
-#
:の
：抗
議
が
行
わ
れ
た
が
.、
、

「

經
濟
問
題
と
し
で
.め
.結
核
問
題
：は
生
银
保
!1
制
度
の
根
底
を
ゆ
る
が
ナ 

も
の
で
あ
る
と
言
っ
で
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。j

(「

厚
生
.め
指
標」

第
.

1.

卷
第 

一
'號
、
昭
.和
.ニ
九
年
九
月
、
ニ
五
8

と
す
る
入
す
ら
.あ
る
。

:
 

'

生
活
保
護
法
關
係
の
.
社
會
_

業
に
關
す
る
：諸

晰

題

:

五

.

£

)

%
,
9
, 

8 

1

9
 

0 

o 

2 

3 

0 

9
-
9 

6 

35
35
25
19
23
24
24
.
22
.
22
.
21
.
21
.
21
.



第 ' 2 表 '

_ 年度. 人 員 指 數
1 人當 
保護費* 指：數

f
p6

. ….，千人 
1,835 100.0

.圓
556

...

iLOO.O
生活扶助•27 1,877 102.3 638 103:8

128 1,716 93.5 720 129.5

、て. . . .. (2Q 975 100.0 邠 100.0
住宅扶助，27 ノ1,019 104.5 48 184.6

.28 945 96.6 69 265.4

: f26 639 100.0 182 100.0
敎育扶助， 707 102.6 232 127.5

. . . 1[28 604 87.7 241 132.4

，26 269 100.0 2,535 100.0
醫療扶助' 27 319 118.6 2,975 118.1

2̂8 349 129,8 4,165 164.3

. ぃ • .：
(26 1.1 100,0 1,157 100,0

出庫扶助ヽ 27 0.9 81.1 1,384 115.3
[28 0.8 71.5 1,481 128.0.

: ...人 : : ' …〔26 3.1 100.0 3,090 100,0
■生業扶助，2 7 , 2.4 76,7 1,506 48.7

[28 2.8 91.3 1,282 41.5

〔26 4.2 100.0 7,880 100,0
葬祭扶助，27 8.2 77.5 7,882 100,7

,28 3.0 76.4 8,103 110.6

-

.
M

田

學

靠

詠

.
'
第

 &

十
A

#

第
.1

.

號
，
：

'

:;
:

.

n

.

;

•

ご

,

V
 

.
:; 

:

-

六

-

.
(

六)

.

.

次
t

れ
等
の
被
保
|

の
受
け 

■
''
■

旨

} 

_
:10
3

12
9

10
0

18
4

26
5

10
0

12
7

13
2

10
0

11
8

16
4

10
0

11
5

12
8

10
0

48
41
'
10
0

I
11
0

.
-.
:

.る
扶
助
が
ど
の
程
度
の
も
の
か
を
見 

.

.當
が
圓
56
38
20
部

48
69
82
32
24
1

35
75
一65
. 

80
g

03
}

る
に
、
奪
生
大
臣
は
最
低
生
活
を
維 

.

.X-
A
齡 

5 

,
6 

-
V .''.へ

1
^
2 

^
 

^

^
 

X -
 

 ̂

7̂8
'
7
81
, 

'
,
持
す
る
に
足
々
る
螯
を
計
雜
し
、

' 

数

.0

.3

. 

:.5
.0
.5
.6
.
.0
6

V
.7: 

..0

.6

.8

. 

:
o
'
.l
.5
. 

..0

.
ヴ

.3
‘

.0

.5
-
4
. 

' 
麵
.
' そ
れ
を
基
準
と
し
て
、
要
保
護
#
の 

g

l

00
02

93
 ̂

 ̂

 ̂

 ̂

 ̂

^

.0
0

76
91
00

W

76
a

.表
'
指

,
1
.
1
'
.
.
l
i 

'
.
i
i 

. 

i 

i 

l

i
 

:

1

ブ

.

'

1

'
 

V額
所
得
が
そ
れ
以
下
で
あ
っ
た
場
合
に

2
-

 lull

--

-

-
----

一
一

--

'I

——
：——

I

H

.

I-

—

金

第：員、
？

I
:

肩f
.

,『

|

^

s

 

4.
2

3.
2

3.
0
へ獨は

■そ
の
差
額
を
扶
助
す
る
。
こ
の
基

.

X
 

一:!
. V

.

 

. . 

:

.'•
.'

.' .

.

.
:

:

パ
,
:..
-:

.

.
.:
'■...':-

-

.

'
謂

：準
額
は
度
々
改
訂
さ
れ
、
.現
行
の
も 

,
. I

.

P

27
28
. 

^

 

r2
6

27
v2
8
. i

 
.バ
の
は 
二
八
年
七
月
改
訂
の
も
の f

 
あ 

t 

_

■

:
•
I
;
.
'
: 

I
 

. I
.

.;:
'

:''
:

猶

ス

.
1

 

*

る
。
紙
數
■の
關
係
上
こ
こ
で
そ
れ
を

ノ

.'
.

.
I

 
入

.赛

 

^

.

;
.1
:
:
.
.

-.
:
:.
. 

, 

■
■
!
•
;

/

:

.

■-
■ .
.
_ 

- 

- 

!
.
|

.|

|
 

;
|
...: 

!

■
■
;
' 

■
■ 

' 

.

が

、
要
點
を
述
べ
る

と

：
次
の
通
り
で

あ
る
。
卽
ち
各
種
扶
助
別
に
基
準
を
定
め
て
.あ
り
、
そ
の
中
で
：も
生
活
扶
助
基
準
は
最
も
複
雜
な
構
成
を
と
っ
て
居
る
。
先
ず
第
一
類
と

t 

• 

' 

.

.

. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

.
 

.

第
一
一
類
に
分
け
、
.第
一
.類
は
食
料
.
衣
料
.
入

浴

,
理
髮
な
ど
直
接
に
家
族
一
人
每
に
必
要
な
費
用
に
就
い
て
、
性
別
.双
び
年
令
別
に
基 

.

準
額
を
定
め
て
居
り
、
こ
れ
が
.物
價
の
地
域
差
に
應
じ
て
六
の
地
域
別
に
定
め
ら
れ
、
こ
れ
に
乳
兒
の
人
工
榮
養
費
及
び
就
學
年
令
前
の 

育
兒
諸
費
の
加
算
が
あ
る
。
第
ー
ー
類
は
家
具
什
器
費
'..:水
道
棘
.
光
熱
廣
な
ど
世
帶
單
位
に
計
箅
さ
れ
る
費
用
に
っ
い
て
、
'
 
世
帶
人
員
別 

,忆
基
準
額
が
定
め
ち
れ
、
.寒
暖
の
差
に
ょ
る
六
地
區
別
に
各
季
の
加
算
額
を
定
忿
で
あ
る
。
ま
た
保
護
施
設
忆
收
容
保
護
さ
れ
る
者
の
生

第 3 表

圓

：75
5

1,73!
1,60
1,47!

1,43；
63!

6織男 

33歲女 

8 歲男 

5 歲女 

0 歲男

,850
965

計

7,850

級地

笫 _

他に第1 類に乳兒人工榮養費、幼 

兒育兒諸費(50圓）、第’2 類に冬季 

(11一 3 月）135圓を加算

活
費
基
準
は
別
.に
定
め
て
あ
る
。
.
斯
く
し
て
例
え
ば
東
京
都
標
準
五
人
世
帶(

六
三 

歲
男
、
三
.

111

歲
女
、
八
歲
男
、
.五
歲
女
、
零
歳
男)

の
場
合
に
は
、
.
月
額
第
三
表
の
ょ
ぅ 

.に
な
る
0

.
 

.

.
v-'
-.
'
D
:
;
:
:'
,
/
■-
:
‘

.:
•

.

. 

•

住
宅
扶
助
の
基
準
は
申
乙
丙
の
.地
區
別
及
び
-1«
：
帶
人
員
別
に
定
め
ら
れ
て
居
る
。■ 

甲
地
は
六
大
都
市
、
乙
地
は
そ
の
他
の
市
、
丙
地
は
町
村
で
あ
つ
て
，
右
の
東
京
都 

德
準
五
人
世
帶
が
基
準
額
全
額
支
給
さ
れ
る
と
一
、

一
〇
〇
圓
を
受
け
る
こ
と
に
な 

る
。
敎
育
扶
助
の
基
準
も
同
様
甲
S

地
別
.及
び
小
.I

I

學

嚣
I

め
ら 

れ
、
こ
れ
に
敎
科
書
代
«
給
食
褎
.
交
逋
費
.の
加
筧
が
あ
る
。：
前
揭
の
家
族
で
は
そ 

の
一
人
が
小
學
校
三
年
生
で
あ
る
と
月
額
，一
五
〇
圓
の
.他
右
の
加
算
額
を
受
H -
る

0

醫
療
肤
助
銮
準
ほ
要
す
る
に
最
低
必
要
限
度
の
醫
療 

に
要
す
る
實
費
で
あ
る
が
、，
出
產
扶
助
の
_基
準
は
俞
'揭
の
申
地
.ー
、-

六
0

◦
圓
乙
地
一
、
五
O

O

P
地
一
、
三
〇
〇
圓
及
び
衛
生
材
料 

購
入
費
と
.し
、.
生
業
换
助
の
基
準
：は
爾
勞
助
成
に
四
、
〇
〇
〇
圓
、：
技
能
修
得
.に
ば
そ
の
所
要
期
間
ー
ヶ
月
以
下
の
場
合
七
〇
〇
圓
、
三 

ヶ
月
以
内
め
場
合
，

一 

一、'

〇
0^
〇
圓
.、
>六
ヶ
月
以
内
の
場
合
四
，
〇
0

.0
圓
、
_
祭
扶
胁
の
基
準
は
前
揭
の
申
乙
丙
地
區
別
及
び
大
人
小
人 

別
に
金
額
を
■定
め
て
あ
る
。(

ニ
八

年
七
月
一
日

厚
生
省
吿
示
，一f

ニ
六
號
參

照
。
基
準
額
算
出
方
式
及
び

■改
訂
に
就
て
は
、

.

黑
木
利
克
編
、
保
護
基
準
. 

不
服
申
-
立
、'
昭
和」

1
'

九
年
刊
、

參
照
>

:

:

; '
:

.

.

•'
.
:
' 

-
 

へ
'

'.

さ
‘て
こ
れ
ら
多
數
め
困
窮
苕
を
取
极
つ
て
そ
の
扶
助
か
種
類
及
び
扶
助
額
を
谈
定
し
、

^

卷
は
’
社
會
福
祉
主
事
茨
び
民
生
委
員
で
あ
ゥ
て
卩
こ
れ
等
の
人
キ
の
働
く
た
め
^

組
織
が
福
祉
事
務
所
で
あ
る
卩
福
祉
事
務
所
钱
ー
九

.

.

.

. 

+
•
’
.

.

:

•

-

 

- 

.

.

.

.

.

.

. 

.

.

.

.

.

.

. 

. 

• 

•

年
六
月1

:

日
現
在
で
全
國
匕
九u

八
、
.そ
の
.ぅ
ち
市
部
に
設
け
ら
れ
*:
%'
•
.の
四
六
四
^
挪
部
の
も
の
四
六
三
、
町
村
'一
で
あ
る
。
■
，
そ

こ
で

■-■

■

■

 

.
'
.

り
.
.
.

 

.
 

•

.

.

.

.

生
活
保
讓
法
關
係
の
社
會
事
業
に
關
ず
る
諸
問
題
: -
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ソ

.

丨

,
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.

七

「
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(
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第 4 表

市 ' 部 郡 ^ ■§0.

福 祉 事 務 所 … 数 464 468 927 •

社 •
會 

福 < 
耻

事

' 指 導 員 専 任 者 (兼任者） 458 (152) 383 (199) 8 4 1 (351)

_ その法定基準充足比％(A ) 72.8 (96.9). 53.1 (80.7) 62.2 (88,2)

有 資 格 の 割 合 涔 く A》 93.9 (82.4) 89.0 (87.6) 88.4 (84.9)

被 業 員 專 任 考 (兼任者) 3,588 (1Y1) 3.770 (161) 7,338 (332)

その法定基準充足比多(A ) 81.0 (84.9') 74.6 (77.8) 77:6 (81.1)

有資格者の割合涔 CA) -71.4 (72.9)5 80.4 (79.5) 76.0 (76.3)

1
1
5學
會
雜
誌
：
第
四
十
八
卷
.
笫
：ー
號
'.
マ

:'
' -
.
:
: 

ん 

C

八)

^
^

' 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

o

勤
務
す
る
社
會
福
_
主
事
0:
總
數
は
第
四
表
の
如
く
、
總
數
八
、
.八
六
！
.一
人
、
そ
の

,

■•
(8
5

(8
8

一

(3
CB
l

C7
6

M 
う
ち
尊
任
苕
八
，

-
七
九
人
、.
兼
任
卷
六
八T

1
K
、

査
察
指
導
.員

一

、

.
一

九

二

人

そ 

7 

1 

2
.
4 

8 

r
6
- 

o 

痛

が

.

9 2

84
.
62
.

88
.
.
:
|严

讯

鎌

料

、の
う
.ち
尊
任
教
A

0

1

.
、
.兼
住
爸
髪
ー
.、
現
業
員
セ
、
丄
ハ
七
〇
人
、
そ
の
う
ち
尊
：
 

1
;)

)

)

卷I

任
#
セ
、.
.：三
三
八
人
、.
，
兼

任

雪

ニ

ニ

一

'
}

人
で
あ
る
。
査
察
指
導
員
は
現
業
員
の
指
導

,

(1
9

(8
0

C8
7
.
..

' .
(1
6

m

棘
卿
監
督
を
行
う
も
の
で
、
.現
業
員
に
は
ま
た
事
務
所
で
要
保
護
.翁
と
面
接
す
る
者
と
、
'

は

員

•
 

'
 

‘

46
3

.

I
53
.

1I

 

™

74
.

6
80
.

4

l

f 

:

地
區
を
擔
當
し
て
要
保
護
#'
の
ぃ
調
查
.
扶
助
の
手
續
き
、
そ
の
後
の
指
導
及
び
援
助 

■ —

1

1

1

1

I 

|

«

:に
從
事
す
る
莕
と
が
あ
る
。：
こ
れ
等
現
業
員
に
：■つ
い
て
は
、
.社
會
輻
祉
事
業
法
に
ょ

’
コ
ノ 

. 

、
3
ノ 

* ハ
'"

ノ

、

、
コ
ノ 

.
 

、
■, 
ノ 

-
 
\
» 

-
 

■
 

■
 

■
 

I

a5
.
l::
82
.:

(1
7

:
84
.

72
*

|

—

つ
.て
、
事
務
所
の
管
籍
地
區
內
の
被
保
護
世
帶
數
を
基
礎
と
し
て
、
定
員
が
き
め
ら
'

64
58

3.
9

A)
l

„'
れ
て
居
る
。•
卽
ち
都
道
府
縣
の
.設
置
す
る
事
務
所
で
は
、
.
六

五

世

帶

に

つ

い

て

.一 

4 

4 

7 

93,
5

8
 .p.. 

く
の

: 

.
へ

-;
-;
依

そ

人

、
但
し
最
低
六
人
、
市
の
.設
置
す
る
事
務
所
で
は
八
〇
世
帶
に
つ
.い
て
一
人
、
但 

 ̂

l
CA
CA
.

V

ICA
(A
l H
f

;
し
最
低
三
人
、
.
町
村
の
設
置
す
る
事
務
所
で
は
、
八
〇
世
帶
に
つ
い
て
一
人
、■
但
し

所

.律

砂

^

(^
鮮
；
^

.

M解
：
最
低
二
人
で
あ
る
。
他
の
，所
員
の
定
員
は
條

:

#
.■足
' 

.合

者

.' 

0
 ̂o

年

務

：

■ 

ン 

務

ft
.

l
割

f
t f

o t
|
事
：
現
業
員
の
定
員
が
'栽
保
護
'1
1
-帶
數
.を
基
準
に
定
め
ら
れ
て
は
雇
る
が
、
現
業
員
は
他

.事

t s

_
 
h

'

,

ほ

-

_

眧
|

:
の
耍
保
護
世
帶
.
兒
童
.
'身
體
障
害
莕
等
の
_ヶ
ー
ス
を
.も
.取
极
う
こ
と
は
云
5
ま
で

:

導

':
'
|
.
資
ノ 

業
：
.順

資

.麵
«

.
も
な
い
。

：

1''
:
'
.
' 

:

'

'

■

$ 

指
..
そ」

' 
有

：.現

そ

-
有
生
に

.
■

.
 

-
 

.

/ 

- 

(

I

^

1

1

丨

I
厚

他

.

社
會
福
祉
主
事
は
：ヶ
ー
ス
ヮ
q
ク
を
行
う
專
門
技
術
家
で
あ
る
箸
な
の
で
、
社
會

:
福

.

刺
.肩

福

,

主

十

ノ

.
'.
福
祉
事
業
法
に
そ
の
資
格
要
件
を
定
め
て
居
る
が
、
無
資
格
#
が
，ま
だ
相
當
に
居

第 5 表

社會福耻；霧業從事者 698 農 . ' 業 . 62,527
このうち

宗敎家及宗敎々師 _ 林 業 、狩 獵 業 ’ 797
國會議貫 0

®  ; ’ ‘ 師 . 905 漁 業 s 水 產 業 1,905
縣會議員 5

齒 科 翳 ゾ 師 . 452 ェ  業 . 良671
市町村會 1 QAP

保 _ 健 . . :婦 145 鑛ノ . 業 674 . 議 員
丄，

. 助 產 婦 1,233 建 設 ： 業 836
計 1,251

榮 養 . 士  • 14 金融保險不動庳業 909

_看 _ 護 _ 婦 . 82 運 輸 通 信 業 587

藥 劑 師 479 物品製造販賣業 12,482 .ぐ

炙師、マッサ一ジ師 141 旅館及び飲食店業 1,165

辯護士、辨理土、會 計 士 190 國 家 公 務 員 290

敎 授 及 び 敦 師 1,024 地 方 公 務 員 814

著述業及び記者 103 そ の 他 7,723

特 定 郵 使 局 長 316 _無 • :職 15,539 - ： '

• ' 計 128,005
• ' -T ■ ! ■

る
。.
然
し
一
‘
一
八
年
一
，月
規
在
め
狀
態
が
S

查
察
指
導
員
で
七
〇
，
〇
％
、

' 

(

ぅ
ち
市
部
九
.三
.
.七
^
、
都
部
六
ニ

 

•三
^)

現
業
員
で
七
三
.
. 一
一̂

(

ぅ
ち 

:

市
郡
七
五
i*
:
:
;
!
^
、
都
部
七
.
L
.
1一
 m

)

で
あ
っ
た
の
に
比
す
れ
ば
.、
か
な
り 

の
改
善
で
あ
名
。(「

社
會
福
耻
行
政
賓
料
1-
厚
生
省
及
.び
全
勘
社
會一

職
祉
協
議
會 

蓮
合
會
縐
、：，ニ
八
年
刊
：、
.六
i

#
照)

：

次
に
民
生
委
員
.に
っ
.い
て
見
る
と
、
ニ
九
年
三
月
厚
生
省
調
に
ょ
れ
ば
、

..

總
數 

一
二
三
、'
o

〇
五
人
、
そ
の
職
業
別
及
び
年
令
別
內
譯
及
び 
一
A

年

'
周
.

#=

末
全
國
一
齊
改
選
の
再
任
#

双
び
新
任
薪
別
の
經
驗
年
數
は
第
.五
表
及
び 

厚
第
六
表
の
如
く
で
あ
る
。
免
生
委
員
は
名
譽
職
で
あ
り
、，
そ
れ
ぞ
れ
自
己 

^

の
職
業
を
.持
っ
人
々
で
.あ
る
。
舊
生
活
保
護
法
ま
で
は
ど
.の

民

.生

委

員 

29

が
、.
生
活
保
護
の
現
業
員
の
役
割
を
寳
際
上
勤
め
て
居
た
と
一K

え
る
が
、

.

•'.

一
一
五
年
に
社
會
福
祉
主
事
の
設
置
に
關
す
る
法
律
及
び
新
生
活
保
護
法
が 

ゾ
制
定
さ
れ
る
と
共
に
方
針
が
變
っ
：.て
、
専
門
技
術
家
た
る
社
會
福
祉
主
事 

が
そ
.の
仕
事
に
就
き
、

届
生
委
員
は
協
力
を「

求
め
ら
れ
た
時
に
は」

 

2

八
年
/\
§

訂
.前
.の
生
活
保
護
法
第
ニ
ニ
條)

こ
.の
専
門
家
た
る
社
會
福 

祉
主
事
の
活
動
^

協
カ
寸
る
も
の
と
な
'っ
た
。
二
八
年
の
改
正
で
こ
の
字 

.

句
は
削
除
さ
れ
た
.̂
-
れ
，ど
も
、
さ
れ
ば
と
て
舊
生
活
保
護
法
時
代
に
戾
っ



第 6 .表

女 
159人

2,410
10,176

9,592
2,609

125

20歲 毫 ‘ • 9 5 i人

30 ff 8,759
40 " 24,782
50 〃 39.347
60 〃 21,608
7 0  〃 及び 2,487
それ以上

25,071

新 . 任  
民生委員

39,479人
2,114
1,345

810
94
18

97,984

再 任  
' 民生委員

nt

现人 

;05

_ 驗年數〇 ノ

3 . 年 1未 . 滿：：26,如 

3 年一6 年 未 滿 29,50 
6 年一10年 未 瀹 18,13 

10年- - 20年 未 滿 4,74： 
2 0 年 以 上 1,0

3,38179,計

三
田
學
會
雜
舞
；
，第

四

十

八

卷
. '
'

第
，5^
^
^
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.
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:

:-
-

ノ
'

:

/

一
 

0

 
'

.(

一
 

〇

)

た
わ
计
で
は

•

な
ぐ

.

、
規
在
の
と

i

ろ
で
は
、
•薄
門
家
中
心
の
形 

ハ
ち
に
な
っ
て
居
を
。

■
尙
、
.'
■生
活
保
護
事
業
に
關
し
て
、
社
會
福
祉
主
事
及
び
民
生

..

..
•

委
員
め
他
に
、:;
法

律

上

で

認

め

ち

れ

て

は

居

な

.い

が

こ

れ

等

と 

協
力
す
る
奉
仕
#
が
實
際
に
活
動
す
る
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば 

.

.橫
須
賀
市
に
は
，ニ
三
年
以
來「

社
會
福
祉
協
力
員」

な
る
も
の 

が
設
け
ら
れ
て
居
る
。
こ
れ
は
民
生
委
員
一
.人
.に

っ

い

て

約

五

名
、
、檐
當
地
區
內
の
適
任
鞒
を
選
ん
で
、
民
生
委
員
の
推
薦
に

. 

- 

-

• 

- 

•

.

ょ
：っ
て
社
會
福
祉
協
議
會
長
が
委
囑
す
る
，も
の
で
、
一
一
八
年
五 

月
當
時
、市
の
民
生
委
員
一
' 七
.五
名
に
對
し
て
協
力
員
は 

一
、
ニ 

五
〇
名
あ
つ
た
と
い
う
。(

社
會
福
祉
時
報
、
ニ
八
年
五
月
--
*
.五
日)

.

'

.

:

,
 

:
'
.
.
.

•

'最
後
に
、
.：我
國
坐
活
保
護
事
業
の
大
き
さ
を
示
す
一
材
料
と
し
て
、
國
家
豫
算
の
う
ち
の
生
活
保
護
費
を
見
る
に
、
一1’

九
年
度
豫
箅
で 

は
.一：一
八
六
億
八
、
六
六
一
萬
圓(

ニ
/\
年

度

！
一
六
六
億
丸
ニ
百
萬
圓

)

、
.こ
の
う
ち
生
活
扶
助
費
一
三
一
ー
億
圍
、
醫
療
扶
助
費1 

一一◦
億
圓
、
 

事
務
費一

三
億
八
八
百
.萬
圓
な
ど
が
含
ま
れ
て
居
る
。
生
活
扶
助
の
'受
給
者
を
假
に
一
七
〇
萬

(

ニ
八
年
度
平
均
は「

七
一
萬)

と
し
て
も

平
均
年
額
七
、
七
六
五
圓
、
醫
療
扶
助
の
受
給
者
を
三
五
萬
と
し
て
も
、
.平
均
年
額U

一
四
、'
ニ
八
六
圓
と
な
•る

。

但

し

こ

，れ

は

扶

助

額

の

-
• 

• 

. 

• 

' 

.

一
〇
分
の
八
で
、
都
道
府
縣
.の
負
擔
す
る
他
の
一
.〇

分
の
一
一
が
加
わ
る
の
だ
が
、

•

被
保
護
者
の
增
加
.が
豫
想
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
實
際
に 

は
右
の
•額
よ
り
も
低
く
切
詰
め
ら
れ
る
か
、
或
は
赤
字
を
出
す
か
で
あ
ろ
う
。
醫
療
扶
助
費
の
如
き
ニ
八
年
度
に
赤
字
を
三
一
一
億
出
し
た

が
、
一
一
九
年
度
費
用
も
四
八
億
圓
だ
け
見
積
過
少
で
あ
る
と
_
わ
れ
て
居
る
'0(「

社
會
事
業」

ニ
九
年
四
月
號
、
：ニ
0
丨
ー
ニ
頁
參
照

)

.

.

.

.

.

.

 

.

,

 

，
.
.

へ
.
：

，

；

.

.

■

...

...

..

 

.

.

.

.

 

■

 

'

:

ン
1

^

生
活
保
護
法
關
係
の
社
會
事
業
.'
'

,.
/
’：

ト

，
'

-

ソ̂

.

■

,

生
活
保
護
法
に
よ
る
事
業
は
最
低
生
活
保
障
0
事
業
で
あ
っ
て
、：.そ
れ
自
體
直
ち
に
社
會
事
業
で
は
な
い
。.
社

會

事

業

，は

ヶ

ー

ス

ヮ

ー 

ク
、
グ
ル
ー
プ
ヮ
ー
ク
、
コ
ミ
r
一：テ
ィ
：才
r
ガ

一
一
ゼ
ー
シ
ョ
ゾ
等
の
方
法
を
用
い
て
、
.何

等

か

の

困

難

に

當

面

す

る

人

々

を

援

助

す

る

事
業
、
及
び
そ
れ
と
密
接
な
關
係
に
あ
ぞ
一
連
の
•事
業
で
あ
る
。(

2
田
學
會
雜
誌
、• H

五
年一.

T

月
號
、
■拙
搞「

社
#
事
業
の
本
質
に
關
す
る
ニ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

.

.

•

づ
.の
見
解」

參
.照)

，
こ
'の
意
味
で
.の
社
會
事
業
が
、
生
活
保
護
事
業
.の
中
.で
行
わ
れ
る
。
若
し
も
生
活
保
護
事
業
が
、
一
定
の
年
令
を
こ
え
た 

渚
人
或
は
一
定
の
ギ
や
以
下
の
子
供
を
抱
え
女
未
伫
人
な
ど
に
對
し
て
、
.そ
の
所
得
如
何
を
間
わ
ず 
一
#
に
一
定
の
養
老
扶
助
金
或
は
母 

子
扶
助
金
を
支
給
す
る
こ
と
.を
仕
事
と
す
る
な
ら
ば
、
•そ
れ
は
社
會
保
障
制
度
で
.は
■あ
り
得
る
が
社
會
事
業
と
は
云
い
難
い
で
あ
ろ
う
。
 

然
し
乍
ら
我
國
の
生
活
保
護
法
の
よ
う
に
、
所
得
に
應
C
て
抶
助
金
額
•を
異
に
し
、
事
情
に
よ
っV

は
.施
設
に
收
容
す
る
，な
ど
取
扱
を
異 

.

に
し
、
.更
に
被
保
護
番
、の
自
立
を
援
助
す
る
と
い
5
仕
事
も
行
う
場
合
に
.は
、
被
保
護
者
或
抵
保
護
申
請
者
を
個
別
的
に
，取
扱
い
、
そ
の

個
別
的
事
情
I

應

し

衰

置

t

る
I

が
I

':
.
-こ

孟

社

|

■

行

起

る

I

s

る
？
だ
^
^

ば
，
生
活
保
護
法
の
事
業
を
能
率
よ
く
行
い
、' '

そ

の

成

果

を

十

分

に

擧

げ

：
る

.た
め
に
用
い
ら
れ
る
手
段
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
.そ
こ
で 

.生

活

保

護

法

關

係

の

社

會

事

業

と

，し

て

'̂
ん

な

も.の

が

あ

る.か
、.
.

.1.

瞥

し
.：て
.み
^
う
。
' 

.
.

.

.
•

先

ず

第
-
の

仕

事

は

、
：
要

保

謹

苕

ぶ

始

め

て

生

活

保

護

事

業

：の

對

象

.と
な
を
際
に
行
わ
れ
る
。
M
ち

要

保

護

^

^

福

祉

事

務

所

を

訪

.

.

. 

.
»
/ 

-
 

•
 

•
 

•
 

+•
 

.
 

'
 

•
 

.
圓

.ね

、
，
面

接

員

に

：事

情

を

話

し

て

保

護

を

申

請

す

る

場

合

、

'眞
實
.を
剩
す
と
こ
.ろ
な
く
話
す
こ
.
.と
が
必
要
'で
、
そ
の
後
の
指
導
の
爲
め
に
も

-
..
.

.

. 

.

.

.

.

.

.

 

• 

. 

; 

. 

.

大
切
で
あ
る
.。
だ
か
ら
商
接
員
ゆV

丨

ヮ

ー

ヵ

！
で
；あ
り
、
..
'
'申
請
者
が
自
由
に
何
も
隱
さ
ず
.に

話

す

よ

う

に

仕

向

け

る

.こ

と

が

出

来

る

•
 

••
 

••
 
•

.

■

•

.
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生
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社
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る
諸
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け
れ
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ら
な
い
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.

 

.

要
保
護
莕
が
福
祉
事
務
所
.を
訪
れ
、
救
助
を
申
請
す
る
前
に
、
民
生
委
員
か
ら
の
報
吿
連
潞
に
よ
つ
て
地
區
擔
當
の
社
會
福
祉
主
事
が

要
保
護
教
を
訪
ね
、.
事
情
，を
尊
ね
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
0
時
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
場
合
に
も
、
要
保
護
莕
が
社
會
福
祉
主 

事
を
自
分
の
援
助
教
で
あ
る
と
納
得
さ
せ
る
こ
と
が
.必
要
で
&
る
し
、
眞
賞
を
す
ベ
て
話
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
更
に
.不
當
な
倚 

賴
心
を
起
こ
さ
せ
ぬ
.こ
と
が
必
要
で
あ
石
。
：そ
れ
と
同
時
；に
：ま
た
、
：耍
保
護
者
が
.如

何

•な

る

保

護

を

必

要

と

し
て
居
る
が
を
正
確
に
認
定 

す
る
能
カ
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
.こ
れ
等
は
結
局
.專
.鬥
的
な
能
力
を
必
要
と
：す
る
。
場
合
に
よ
つ
て
は
、眞
に
保
護
を
必
要
と
す 

'る
狀
態
.に
あ
り
な
が
ら
、
何
等
.か
の
蓽
情
が
あ
つ
.て
、
保
讒
を
受
け
る
こ
と
.を
好
ま
な
い
要
保
護
者
も
あ
る
-°
そ

ん

な

場

合

に

そ

.の
頑
固 

な
態
度
を
解
き
ほ
ご
t
て
、
素
直
に
保
護
，を
受
け
.さ
せ
る
ご
と
も
難
し
い
仕
事
で
あ
る
。
.
. 

.'•

.

.
第
一
一
の

仕

事

は

所

謂

「

資

力

調

査

」
，
で

あ

る

。
1
生
活
保
護
法
の
建
前
は
、
'當
入
が：

資
產
や
勞
働
能
力
を
活
用
し
て
そ
れ
で
も
不
足
な
場 

.合

.に
、
最
低
限
度
の
生
活
が
で
き

る

程
度
に
そ
の
不
足
を
補
ぅ
.と
と
で
あ
る
か
ら
、
■先
ず
®
保
■

#
€ )

所
得
能
力
を
正
確
に
認
定
し
て
始 

め
て
保
護
の
仕
方
が
決
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ば
極
め
て
難
し
い
仕
事
で
あ
る
。：
農
家
の
場
合
の
如
き
殊
に
困
難
で
あ
り
、
•#•
種

類

の

農

作

物
 

の
攸
獲
高
及
び
價
格
な
ど
複
雜
詳
細
な
調
査
を
行
い
乍
ら
、
然
も
被
保
護
教A

J

の
間
.に
良
好
な
關
係
.を
維
持
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

.

(

田
島一

郎f

あ
る
社
會
願
#
主
事
の
お
ぼ
え
書」

社
#
事
業
、
.
二
八
年一

月
號
、
參
照)

，

..

..

..

.

第
三
に
保
護
決
定
後
の
生
洁
指
導
の
仕
事
が
あ
：る
。
こ
れ
は
具
體
的
に
は
多
種
多
樣
の
仕
事
：を
含
む
办
で
あ
つ
て
、
そ
.の
す
ベ
て
が
被 

保
護
#
.

の
自
立
意
欲
を
助
長
す
る
よ
ぅ
に
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
.こ
の
仕
事
は
相
.手
に
よ
つ
て
方
法
を
變
え
、
或
は
同
一
；人
に
對
し
て 

も
事
態
の
變
化
と
共
に
方
法
を
變
え
て
.行
く
こ
と
も
珍
し
く
な
'い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
直
接
に
は
指
導
と
一K

え

な

'い

仕

事

も

い

ろ

い

ろ

あ

り 

得
る
。
，例
え
ば
被
保
護
救
が
自
分
の
受
け
て
居
る
保
護
に
.つ
い
て
不
服
を
申
立
て
る
場
合
、：
社
會
福
祉
主
事
へ
は
持
出
さ
ぬ
か
も
知
れ
な

い
が
、
民
間
の
ケ
ー
ス
':ヮ
ー
ヵ
ー
に
持
出
し
、
引
受
け
た
教
は
役
所
と
被
保
護
者
と
の
間
を
斡
旋
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
.ろ
ぅ
。(

山
本
武
夫 

「

生
活
活
議
法
に
.ぉ
：け
各
不
服
中
立
の
意
味
す
る
-<
>
のー

最
低
生
活
の
保
障
は
國
民
の
聲
で
育
て
ょ
I

、」

社
會
事
業
、I

一
 
八
年
六
月
號
、
八
月
號
參
照)

1.保
護
決
定
後
の
指
導
は
、
收
容
保
護
の
場
合
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
に
依
..つ
て
も
.行
わ
れ
る
。：
保
護
施
設
で
.は
、
被
保
護
者
を
受
け
入

れ
て
安
定
を
與
え
る
た
め
に
は
、
他
の
.被
保
誰
#
と
の
關
傲
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
.同
'時
に
個
々
の
被
保
護
莕
の
個
別
的
な
問
題

に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
/
だ
か
ら
グ
ル
ー
プ
ヮ
ー
ク
と
ケ
I
ス

ヮ

ー

ク

.と

が

常

に

.必

要

な

智

で

.

あ

る

。

.

.
生
活
保
護
事
業
の
從
事
哲
が
直
接
に
貧
困
者
の
當
面
す
る
困
難
に
接
觸
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、貧
困
苕
に
關
す
る
社
會
調
查
を
行
ぅ
こ
と 

が
そ
の
仕
事
の
.
一
部
：に
な
る
ダ
：
こ

れ

等

調

査

は

、

I
通
に
社
會
事
業
の
.一
部
門
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
.い
。.
ま
た
直
接
に
貧
困
者
に
關
す
る 

諸
問
題
に
接
觸
す
る
結
果
と
し
て
、
事
態
改
善
.の
社
會
的
な
方
策
.に
對
す
る
意
見
を
持
つ
；こ
と
に
も
な
る
箸
で
あ
る
。
例
え
ば
法
律
の
改

訂

•
施
設
の
設
置 

'
保
護
基
準
や
施
設
基
準
め
，改
訂
な
ど
を
、，
生
活
保
護
事
業
の
從
事
者
が
ぞ
の
直
接
の
知
識
體
驗
か
ら
發
し
た
運
動
に

,

.
 

--

ょ
つ
て
實
現
べ
導
く
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
ニ
九
年
度
社
會
保
障
關
係
豫
算
の
削
減
案
に
反
對
し
て
、
民
坐
委
員
そ
の
他
が
熱
心
に
運 

動
し
た
が
.如
き
で
あ
る
。
斯
か
る
活
動
も
ま
た
一
癜
に
社
#
事
業
の
一
部
門
と
看
做
さ
れ
、
ソ
1
シ
ア
ル
ア
ク
シ
ョ
シ
と
稱
せ
ら
れ
る
。

斯
く
の
如
く
社
會
事
業
は
、
生

活

保

護

法

に

基

く
事
業
.の
中
で
到
る
と
こ
ろ
に
行
わ
れ
て
居
る
か
或
は
行

わ

れ

る

べ

き

も

の

で

あ
つ 

て
、
國
及
び
地
方
公
共
圑

髖

の
生
活
保
護
關
係
豫
算
の
洪
定
や
、
制
度
の
.確
立
及
び
改
善
、
全
體
の
事
業
の
運
營
な
ど
、
社
會
事
業
外
の 

も
の
と
並
ん
が
、
生
活
保
護
法
の
目
的AJ.

す
る
最
低
生
活
.の
保
障
と
自
立
心
の
.助
長
と
を
効
果
的
に
遂
行
す
る
た
め
に
.は
、
最
も
重
要
な

.
 

•
 

V
 

，ザ

-
.
.
. 

•

役
割
を
待
つ
も
の
或
は
持
つ
べ
き
も
の
と
一
方
ぅ
こ
と
が
で
き
る
。
:
'
.
:
.
.
.
: 

.

坐
活
保
護
法
關
保
め
社
會
事
業
に
關
す
.: o

諸
問
題
.
.

'

;

.
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.
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.
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.

 

.
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.

生
.活
保
護
事
業
に
關
す
る
諸
問
題
.の
帘
で
、
例
え
ば
我
國
社
會
傲
障
制
度
の
中
で
の
こ
の
事
業
の
.⑽
位
に
就
い
て
の
問
嗶
.國
の
豫
箅 

と
貧
困
の
現
狀
とQ

關
係
に
就
い
て
の
問
題
、
'或
は
保
護
邀
準
の
低
さ
の
問
題
、
或
は
不
服
#
立
の
制
度
が
あ
つ
て
も
現
實
的
に
も
殆
ど

そ
の
効
果
が
な
い
に
近
.い
と
.い
う
問
題
な
ど
、：
多
く
の
重
要
な
問
題
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
前
述
の
意
味
で
の
社
會
事
業
に
關
す
る
問
題

.. 

- 

. 

•

. 

• 

. 

.

を
取
上
げ
'る
。

.:
■

.

■

•:
‘

 

.

'
■:: 

.

■先
ず
第
一
に
最
も
根
本
的
な
問
題
で
あ
り
、且
つ
現
貴
的
な
問
題
で
も
あ
る
の
は
、生
活
保
障
の
立
場
と
社
會
事
業
と
の
關
係
に
就
い 

て
の
問
題
で
あ
る
0
.:
.

.

.
:
■
. 

• 

.最
低
坐
活
保
障
は
社
會
の
責
任
と
わ
て
行
わ
れ
、
受
け
る
側
は
權
利
，と
し
て
受
け
る
。
從
づ
て
保
障
さ
れ
る
最
低
生
活
な
る
も
の
が
客 

觀
的
に
明
瞭
で
.な
け
れ
.ば
か
ら
な
い
。' 
-そ
こ
で」

.應
の
こ
.七
で
は
あ
る
が
、
保
護
の
基
準
を
設
け
て
最
低
生
活
な
る
も
の
を
客
観
的
に
表 

示
し
て
.あ
る
。
國
は
こ
の
基
準
の
も
の
を
保
障
す
る
責
任
を
と
名
こ
と
が
で
き
、
國
民
は
要
求
す
る
權
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

然
し
.乍
ら
前
述
.1
.た
ょ
う
に
.、.
最
低
生
活
保
歐
の
：實
施
方
法
と
し
て
、
..資
力
調
査
の
結
果
に
基
い
て
不
足
分
を
補
う
と
.い
う
方
法
を
と
る 

限
り
は
、
そ
と
に
.必
ず
、
客
觀
的
に
は
不
明
瞭
な
質
的
な
：仕
事
が
介
在
す
る

0'

要
保
護
莕
の
當
面
す
る
困
難
の
全
貌
を
周
到
な
調
査
と
觀

察
と
に
ょ
つ
て
十
分
に
把
握
す
る
と
，い
う
仕
事
が
行
わ
れ
る
場
合
と
、
單
に
所
得
狀
態
だ：

け
を
調
べ
て
保
護
基
準
に
達
す
る
ま
で
の
不
足

- 

•

金
額
を
，支
給
す
る
場
合
と
で
は
、
最
低
生
活
保
障
の
目
的
を
十
分
に
果
し
得
る
か
否
か
の
點
で
も
相
違
し
た
結
果
を
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
斯
か
る
調
查
の
仕
方
め
.相
違
は
、
客
觀
的
に
明
瞭
な
も
の
で
な
い
。
そ
う
し
_.た
勞
務
を
、
，.ど
れ
だ
け
責
任
と
し
て
提
供
1
、
ど
.

•

 

• 

.

 •

 

.

れ
だ
け
權
利
と
し
て
要
求
で
き
る
.か
。
こ
れ
を
.客
観
的
に
.明
瞭
に
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
.あ
ろ
う
。
そ
し
て
社
會
事
業
の
核
心
は
、

む
し
，
ろ

斯

ブ

し

た

勞

務

の

.提
供
に
部
る
の
で
あ
っ
て
、'
金
品
の
支
給
と
い
う
こ
と
に
あ
る
.
の

で

は

な

い

。..
：

.

. 

.

.

.

.
 

'

更
.に
、
生
活
保
護
法
は
そ
の
目
的
'と
し
て
最
低
生
活
保
障
の
み
な
ら
ず
：、
自
立
の
助
長
を
搞
げ
.て
居
る
が
、
.こ
の
方
面
に
於
い
て
は
右 

の
問
題
は
一
'層
明
闫
に
見
ら
れ
る
。
し
か
も
生
活
‘保
護
は
公
的
責
任
に
於
^
,て
.行
.わ
れ
る
も
の
だ
か
ら
、
自
立
の
助
長
の
た
め
の
生
洁
指

導
を
行
う
に
も
、，
や
は
り
或
る
限
界
の
仕
事
が
想
定
さ
れ
、
そ
の
'限
#
內
で
責
住
と
•
利
^;
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
然
し
そ
の
眼
界

.
 

.

.

.

. 

.

. 

•

を
明
か
に
す
る
こ
と
.は
尙1

層

麗

：で

あ

る0

.

斯
く
し
て
生
活
保
護
事
業
の
中
の
社
會
事
業
は
、
社
會
事
業
と
し
て
は
十
分
に
行
わ
れ
難
い
V
と
に
な
るa

 

r
tの
責
任
に
屬
す
る
と
見 

ら
れ
る
範
圍
內
で
は
行
わ
れ
.る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
以
上
に
出
'て
貧
困
教
の
坐
活
を
援
助
ず
る
仕
事
は
行
わ
な
い
箸
で
あ
る
。
だ
か 

ら
我
國
と
似
た
公
的
扶
助
制
度
を
持
：っ
ア
メ
リ
力
に
於
.いV

も
、
'公
的
扶
助
の
仕
事
に
專
門
的
能
力
を
持
っ
ヶ
I
ス

ヮ

ー

力

ー

が

從

事

し 

て
は
居
る
が
、
そ
の
仕
' #

は
一
定
の
賓
格
を
持
っ
申
詭
喾
に
對
し
て
標
準
化
さ
れ
た
形
ち
の
.援
助
を
與
え
る
こ
と
で
あ
り
、
.經
濟
上
及
び 

家
庭
生
活
上
の
破
綻
か
ら
立
ち
直
.る
ょ
う
に
更
に
立
入
っ
て
援
助
す
.る
仕
事
は
、
民
間
の
家
庭
福
祉
事
業
の
行
う
と
こ
ろ
と
な
っ
て
居
. 

る
。
公
的
扶
助
を
管
理
す
る
役
人
の
.中
に
ば
、v

こ
の
.仕
事
に
ソ
i

zy
.
ァ
..■ル

ヮ
.1

力
ー
を
使
■用
ず
る
.こ
と
に
反
‘對

で

、
.
.
後

蓄

は

廣

が

弱

く

感 

情
的
で
あ
り
公
費
を
支
出
す
る
童
要
な
：仕
事
を
委
す
こ
.と
は
で
.き
な
い
と
云
う
茜
さ
え
あ
る
と
い
う
。(

w
. 

r 

W
i
t
m
e
r
,

 Social work.

I

l

l

 

I

 .

 

- 

.
-

V

.

V

■ :

.

.以
上
述
べ
：
た

こ
.と
か
ら
の1

應
の
結
論
は
、
生
活
保
護
法
を
離
れ
た
瓧
會
事
業
を
公
的
な
も
の
に
せ
ょ
民
間
の
も
の
に
せ
ょ
盛
ん
に
す 

ベ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
尸
卽
ち
規
狀
は
、
社
會
事
業
が
そ
の
機
能
を
十
分
發
揮
で
.き
な
い
狀
態
と
考
克
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
も 

っ
と
實
際
的
な
考
慮
を
す
れ
ば
、：

琪
在
右
の
結
論
の
ょ
う
.な
こ
と
：を
望
ん
で
も
®
現
が
囷
難
な
こ
と
は
'明
白
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
方
針 

と
し
て
、
生
活
保
護
法
を
毛
っ
て
貴
困
者
に
對
す
る
社
會
事
業
の
全
部
或
は
大
部
分
と
考
え
る
こ
と
を
せ
ず
、
生
活
保
護
法
外
の
社
會
事 

•

生
活
保
護
法
關
係
.の
社
'會

事

業

に

關

す

る

諸

間

歡

.

,

•

-

'

--
五

(

一
五)



.

.

三
由
學

 

i

.

認
::
:

第
四
十
：
> \

卷
：'

第
：|

號
”

,

■
.
:
ニ 

：
'

.

.

一
；
六"

-

(
1

.

六)

'

.

 

'

業
卽
ち
具
體
的
に
は
福
祉
事
務
所

'

社
會
福
祉
主
事.

な
ど
に

.

拘
束
さ
れ
な
：い
社
會
事
業
を

.

振
興
す
る
老
克
を
持
つ
べ
き
で
あ
ろ
ぅ
。：

.
こ
め
問
題
は
、
我
國
で
も
も
.つ
と
瑰
實
的
な
視
點
か
ち
重
要
視
さ
れ
、
雜
誌
.r

社
會
事
業
-
!
はr

一
九
年
.一
月
號
か
ら
多
く
の
論
文
を
載

'
せ
て
居
る

 

o

.

(

註)

' ;
-

:

:

...
'

.

'

:

-

.

;■
.

く
.:
:
.'.
へ 

V
.

-

-.
.

 

V

.

»

:'
.

黑
木
利
克
- -
!

生
活
保
護
制
度
に
お
け
る
サ
丨
ー
ビ
ネ
に
つ
い
て
厚
試
論
し

-

マ
月
號)

木
田
徹
郞.

.

「

公
的
扶
助
に
お
け
る
チ
ー
、ビ
ス
の 

V 

.

問
題」

(

四
月
號)

吧
; !
[

淸

「

社
會
事
業
サ
！
ビ.

ス
論」

.

及
び
大
原
寵
子「

生
活
保
護
事
業
に
お
け
る
サ
ー
ビ
え
の
問
題

」
(

五
月
號)

：

■■
.
，
小

川

政

亮

「

社

會
1

サ

_丨

ヴ

ィX
論

の

意

味

」

及

び

吉

田

久

：
：ー

.「

奉
仕
行
爲
形
成
の
歷
史
的
限
界」

(

セ
•
A
月
號) 

‘
 

我
國
.で
の
VJ.の
間
題
は
、
.
ヶ
ー
ス
ヮ
彳
^
の
發
攀
の
木
十
分
な
こ
と
双
び
保
«
豸
準
の
俾
い
こ
と
、
生
活
保
護
法
關
係
の
豫
箅
の
乏
し 

い
こ
ど
、
更
に
.は
民
間
社
會
事
業
の
不
振
な
こ
，と
な
ど
に
ょ
つ
て
一
一
層
複
雜
化
し
、
サ
ー
ビ
ス
の
必
要
を
强
調
す
る
の
.は
双
|1
畠
準
が
不 

當
に
低
い
か
ら
'そ
れ
を
補
足
す
る
た
.め
で
.あ
る
ど
す
る
考
え
方
も
あ
り
、：
解
決
は
全
く
困
難
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
一
九
三
五
年
社
會 

保
障
法
.の
制
定
以
来
の
經
驗
に
基
い
て
、
T
メ
リ
力
公
的
福
祉
事
業
協
會
が
.一
九
.五
一
年
に
公
設
福
祉
事
務
所
に
雇
傭
さ
れ
■る
福
祉
主
事 

の
仕
事
に
關
す
ー
る
次
の
i

ぅ
な
基
準
を
決
定
し
た
。
卽
ち
、：

㈠
港
令
扶
助
、：_

盲
人
扶
助
、
要
抉
養
兒
童
援
護
及
び
一
般
救
護
に
關
す
る
保 

製
の
申
請
の
.受
！
！
、.檢
討
及
び
調
查
。)

㈡
こ
れ
ら
の
保
護
を
受
け
■る
.資
格
の
決
定
。
㈢
地
域
社
會
、
.保
護
の
申
請
莕
及
び
そ
の
家
族
の
意 

向
に
合
致
し
、
且
つ
保
.護
の
實
施
機
關
と
し
.て
の
實
施
し
得
る
扶
助
と
t
丨
ビ
ス
と
を
扶
助
の
申
請
者
及
び
被
保
護
苕
に
與
え
る
こ
と
。

.

(

黑
木
氏
前
揭
論
文
。1

S

頁)

で
あ
る
。
他
方.

.に
於
い
て
ア
メ
リ.

力
で

.

は
民
間
社
會
事
業
が
盛
ん
で
あ
り
、
ぞ
れ
が
公
營
社
會
事
業
の
擴
大

に
は
反
對
し
て
.居
る
こ
と

、

ヾ
ケ
ー
■ス
ワ

I

ク
，が
發
達
し
て
居
る

.

こ
と.

は
、.

.

.

.

ア
メ
リ
カ
に
於
い
て

_

の.

こ
の̂

■

題
を
、
我
國
に
於
い
て

.

ょ
り.

は

.

.

.

.

 

.

•

 

.
 

•

遙
か
に
簡
單
に
し
て
居
る
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
れ
に
對
し
て
我
國
で
は
斯
か
る
サ
ー
ビ
ス
を
十
分
に
行
い
得
る
狀
態
に
缺
け
て
居
り
、
そ

.' 

-

 

.
 

,

こ
に
多
く
の
實
際
的
な
問
題
が
含
ま
れ
て
届
る
。

■■
ノ

.

次
に
生
活
保
護
法
に
關
す
る
社
會
事
業
の
實
際
的
な
問
題
は
、
要
す
る
に
ヶ

ー

ス

ワ

ー

クに
對
す
.る
障
寄
の
問
題
.で
あ
る
。
そ
し
て
そ 

の
中
心
は
從
事
者
の
質
と
量
の
問
勝
で
あ
ろ
う
。

'

,
 

,.

從
事
教
と
云
つ
て
も
そ
の
中
で
最
も
重
要
.な
仕
事
を
す
る
者
は
、
.社
會
福
祉
主
事
と
.民
坐
.要
員
で
あ
る
。
民
生
委
員
は
大
亚
六
、
七
年

頃
か
ら
始
ま
つ
た
方
面
委
員
の
後
身
で
あ
_る
が
、
終
戰
後
に
生
活
保
護
實
施
の
補
助
機
關
と
さ
れ
て
か
ら
、
そ
の
人
數
も
七
萬
餘
か
ら
一

.* 

•

 

.

 

.

 

*

擧
に 

一
ニ
萬
に
增
員
さ
れ
、
且
つ
’ま
た
そ
の
重
要
な
地
位
が
政
治
的
に
利
用
さ
れ
得
る
.こ
と
.等
が
關
係
し
て
、
■委
員
の
質
は
若
干
低
下
し 

た
。
も
と
も
と
ヶ
I
ス
ワ
I
ク
な
ど
の
專
門
技
術
を
持
つ
わ
け
で
な
く
、熱
意
と
常
識
と
：で
仕
事
を
す
る
人
が
大
部
分
で
：.あ
つ
た
の
だ
，が
、
 

:臾
に
一
.擧
に
大
量
.の
增
員
を
行
う
に
及
ん
で一：.

層
鼠
の
：劣
る
委
員
も
出
て
來
た
。.
民
生
委
員
法
で
は
民
生
委
員
の
.資
格
要
件
と
し
て
、

.

 

.

 

•

 

•

 

I

.「

人
格
識
見
高
く
、
廣
く
社
會
の
實
情
に
通
じ
、
.且
つ
社
會
福
祉
.の
増
進
.に
.熱
意
の
あ
.る
蒋
で
あ
'つ
て
兒
童
福
.祉
法
の：

兒
童
委
員
と
し
て
.

.

 

.

 

-

 

•

 

,

も
、
適
當
.で
あ
る
哲J

 (

第
穴
條)

と
.規
定
し
て
.は
居
る
が
、
第
五
表
に
明
か
な
如
く
大
部
分
は
職
業
を
持
つ
着
で
知
り
、
約
半
數
は
農
業

.

.

.

.

. 

.

.
,

 

, 

-
.
. 

♦
-

に
從
事
す
る
者
で
あ
る
。
し

か

も

そ

の

仕

多

い

.。
生
活
保
f

に
對
す
る
I

と
し
5

S

當
區
域
內
I

活
調
查
I

行 

し
て
要
保
護
卷
の
發
見
に
努
め
、發
見
:1
.,た
場
合
等
'に
は
遨
か
に
.市
町
村
長
、福
祉
事
務
所
長
叉
は
社
會
福
祉
主
事
に
連
絡
し
、
擔
當
區
域 

內
に
於
い
て
漏
救
等
の
と
と
が
な
い
ょ
う
に
す
る
^
と
：。
1
:
本
人
、
そ
の
親
戚
、
知
人
叉
は
近
瞵
莕
か
ら
保
護
の
相
談
或
は
申
出
が
あ
つ 

た
.場
合
.に
は

、

.法
の
適
用
に
つ

い
て
斡
旋
し
介
^

す

る

こ

と

‘
，
，

.s

社
會
輻
祉
主
事
が
要
保
護
者
の
生
活
實
籐
調
査
を
行
う
と
き
は
、
自
己 

の
調
查
の
結
果
や
、
日
常
の
觀
察
等
に
基
い
て
參
考
意
見
を
述
べ
或
は
資
料
を
提
供
ず
る
な
ど
.積
極
的
に
協
力
す
る
こ
_と
。
㈣

- ^

護
の
要 

，
否

、

種

類

、

程

度

及

び

方

法

の

決

定

は

、

す

‘ベ
て
保
護
の
實
施
機
關
め
«
&
と
權
限
で
實
施
す
る
も
め
で
あ
る
が
、
民
生
委
員
ば
參
考
意 

見
を
述
べ
、保
護
の
'適

芷

が

期

せ

ら

れ

：る

.，ょ

う

積

極

的

に

協

ヵ

す

.る

.こ
と
。
3
.
保
趣
開
始
後
0
被
保
馨
に
對
す
る
&
活
指
導
の
責
任
も
、
 

す
べ
て
社
會
福
祉
注
事
に
あ
る
が
、
：民
..生
委
員
は
、
，_福
祉
事
務
所
が
指
鴒
方
針
及
び
、そ
の
方
法
.を
決
定
す
る
に
當
り
、
必
要
に
應
じ
て
參 

.
■
生
活
保
議
法
關
係
の
社
會
事
業
に
關
，す
る
諸
間
題
..

' 

'

.

,'
;
/-
'

.:
■

ニ
七
:

■(

一
七〉



第 7 表

. . . .

市

町

村

數

全

世

帶

數

M  ,

保

護

世

帶

數

(B)

社
食
福
祉
主
事
數
(C)

民

生

委

員

數

(D)

B
A

B
C

B
D

社 社  
. 會 會  

行 福

政 J  

經 事
歷 の

同

學.
歷

Q
程

A.縣 :
%

世
帶

世
帶

2 年 2 人 大學2 
(內專門2)

1 地方 40 22,496 977 16 261 4,07 61.n 3 7
事務所

8 ヶ 月 13人 咼9 ,中3
2 ヶ 月 1 人 小 2

丨 7 年 2 人 3 苹 2 人 大學 1
B 縣•

3 33,062 1,601 25 215 5.0 60,0 7.5
6 年 1 2 年 7 高拿3

H 市 5 年 1 1 年 9 高 6
» .•- 4 年 3 中6 ,小7

•RfK 10年 4 人 5 年 7 人 大學13
9 年 2 4 年1Q 高專4

10地方 211 14,832 6,732 75 1,728 5.0 89.8 3.9 8 年 1 3 年 3 高 1
事務所 7 年 3 2 年29 中 42

■ 6 年 5 1 年 9 小 13

と
こ
ろ
で
社
會
福
祉
主
事
は
ど
う
か
。
舊
生
版
保

護
法
の
時
代
ま
で
は
、
事
實
上
民
生
委
員
の
意
見
で

保
議
の
決
定
が
行
‘わ
れ
て
居
た
が
、
.新
生
活
保
護
法

の
制
定
と
.共
，

に
、.
社
會
福
祉
主
事
が
專
任
の
專
門
能

力
者
と
し
て
現
れ
た
。
社
龠
福
祉
事
業
法
第
一
八
條

I

 

^

は
、「

年
令
ニ
〇
年
以
上
の
者
.で
あ
っ
て
、
人
格
が

|

«

高
潔
で
、
田
心
慮
が
圓
熟
し
、
社
會
福
祉
の
增
進
に
熱

て
は
意
が
あ
り
、

j

大
學
V
高
專
の
卒
業
生
か
種
々
の
養

4

1
成
機
關
或
は
試
驗
を
經
た
も
の
と
規
定
し
て
あ
る
。

W

L A
然
し
乍
ら
制
度
.の

日

が

ま

だ

淺

ぃ

の

で

、

果

し

て

質

.齡

J

の
•よ
い
人
■々
が
揃
っ
て
居
る
か
ど
う
か
。
そ
れ
だ
け 

把
迄 

*

態
虹

.
で
な
く
、
第
四
表
に
示
し
た
通
り
兼
任
者
及
び
無
資

'
I

饰
格
者
が
相
當
に
居
る
。
ニ
七
年
度
の
厚
生
省
監
査
報 

 ̂

^
吿
に
よ
る
と
、
當
時
查
察
指
導
員
を
兼
任
し
た
苕
と 

.茂
抖
し
て
は
、
民
生
課
長
、
同
次
長
、
現
業
員
が
大
部
分

.

屋
.26
'

守

，；
：

を

：占

.
め
て
居
た
よ
う
で
あ
り
、
地
區
檐
當
員
は
多
く 

ぐ
る

:

の
.場
合
面
接
員
を
兼
ね
、
更
に
生
活
保
護
法
、.
兒
童

,

•

.

一

九
.

(
1

九)

據に

-

號
•
月
：>

:
 

12
查
,

年

調

.

28

の和
.造 

.昭

月
 

、.
12

生
活
保
護
法
關
係
の
社
會
事
業
に
關
す
る
諸
間
題

.

三
.田

學

露

藷

第

四

十

八.
卷

？
第

J
號

.
：

V
 

,

 

: 

X
 

(

一
 

八)

考
意
見
を
述
べ
る
ほ
か
、
社
會
福
_祉
主
事
が
行
う
生
活
指
導
を1.

曆
効
果
あ
ら
し
.め
る
た
め
、
.
1福
祉
事
務
所
の
方
針
に
從
つ
て
積
極
的
に 

坐
活
指
襻
の
協
力
を
行
う
こ
と
。
的
被
保
護
^
か
ら
相
談
.を
受
け
た
場
合
そ
の
他
、
.被
保
護
教
の
生
活
狀
態
に
變
動
が
あ
る
等
保
護
の
變
. 

更
、
停
廢
止
の
措
置
を
必
要
と
す
る
事
由
を
發
見
し
た
と
き
は
ノ
市
町
村
長
、
.
.
•福
祉
事
務
所
長
丈
は
社
會
福
祉
主
事
に
連
絡
す
る
こ
と
が 

要
求
ざ
れ
る
。'
.身
體
障
害
苕
福
祉
法
に
關
し
て
も
右AJ.

同
様
の
役
割
を
果
す
他
、
.身
體
障
害
者
の
就
職
の
斡
旋
、
求
ス
の
開
賴
生
業
の 

補
導
に
つ
い
て
公
共
職
業
安
定
所
の
業
^
に
協
力
す
る
仕
事
が
.あ
力
、
戰
傷
病
霞
沒
霊
族
等
援
護
法
、
.母
子
福
祉
資
金
等
の
貸
付
に 

關
す
る
法
律
及
び
優
坐
保
護
法
に
關
し
て
は
.一'層
重
要
な
役
割
を
課
せ
ら
れ
、
加
う
る
に
兒
童
福
祉
法
の
兒
童
委
員
を
兼
ね
て
こ
れ
ま
た
. 

重
要
な
殳
割
を
課
せ
ら
れ
て
居
る
。(

全
國
社
會
爾
祉
協
議
會
速
合
會
縞
.

「

民
生
委
.員
の
在
り
方」

•ニ
九
牢
刊
、
七
ニ
I
七
.七
頁
參
照)

尤

も

こ

れ

！̂の
法
律
が
制
定
さ
れ
た
の
は
近
年
の
こ
と
で
あ
.り
、そ
の
以
前
は
こ
れ
程
多
く
，の
法
律
に
關
係
し
な
か
つ
た
の
.で
あ
る
が
、
 

そ
れ
で
も
前
述
.の
ょ
う
な
事
情
で
質
の
低
下
を
来
た
し
、
.舊
生
活
保
護
法
の
施
行
後
、
民
生
委
員
の
活
動
が
.殊
に
ア
メ
リ
力
側
か
ら
激
し 

く
非
難
さ
れ
る
と
と
ろ
と
な
つ
た
。.：'
ー
方
で
は
.實
態
調
查
の
結
果
被
保
護
:#
€>
;
數
が
激
減
し
て
民
生
委
1
の
.放

漫

な

仕

事

が

暴

露

さ

れ

る 

か
と
思
う
と
、
他
方
で
は
多
數
の
漏
救
が
發
見
さ
れ
、
更
に
民
生
委
員
が
自
己
の
利
益
の
た
め
に
そ
の
地
位
を
利
用
し
た
場
合
も
指
摘
さ 

、れ
、
且
つ
ま
た
原
則
的
な
問
題
と
し
て
.も
、'
民
間
人
で
あ
り
し
か
.も
非
尊
門
家
で
あ
る
民
生
委
員
に
公
的
責
任
の
伴
う
生
活
保
護
の
仕
事 

を
橹
當
さ
せ
る
こ
と
の
非
を
指
適
さ
れ
た
。(「

福
祉
事
務
所
制
の
硏
究」

社
會
事
業
、
ニ
六
^
1
.〇
月
號
、.
六
、'
'

1

ニ
、11

五
頁
、
日
本
社
會
事
業
專 

門
學
校
編
'

「

現
代
社
會
亊
業
の
基
礎」

ニ
五
年
刊
、
.第I

六
.章「

日
本
の
福
fi
t
事
業
の
實
際
に
對
.す
る
若
干
の
.批
判
的
领
察」

ボ
I
リ
ッ
シ
ユ「

公
的
扶
助 

に
お
.け

：る
.ボ

ラ

ン

テ

，

ィ
ァ
ー
の
地
位」

：社
會
事
業
、
二
七
年
八
月
號
、
黑
•木
利
克
著「

社
會
福
祉
の
手
帳」

ニ
八
年
刊
、
一
三

丨

ー
.一
.

一

一頁
、
參
照)

.
新

生
活 

保
護
法
が
制
定
さ
れ
る
際
に
は
、
占
領
軍
當
局
が
民
生
委
員
廢
止
を
强
く
要
求
し
、
第
一
三
條
に「

求
め
ら
れ
た
と
き」

と
い
う
字
句
を 

筛
入
し
て
、
民
生
委
員
を
協
力
機
關
と
し
て
辛
う
じ
て
存
續
さ
せ
た
と
い
う
。(「
民
生
委
員
の
茈
り
方」

ニ
四
頁)



指 導 員 数  
專任者(兼任卷)

現 _ 員 數  
專任者( # 任者) /

2 6 年,:1 0月 
2 7年 ;L 月 

2 8年 ,1 月 

2 9年 ’1 月 

2 9 年 6 .月

949 (202) 
5 6 1 (333) 
703 (294) 
778 (277) 
8 4 1 (351)

6,752
6,807 (128) 
7,418 (224) 
7,117 (292) 
7,338 (382)

(厚生省調:

第 8 表

三
田
|,
裏

誌

:.
第
四
十
八
卷
.第
ー
號

 

ニ

〇

2
0
?
.

福
祉
法
、
.身
體
障
害
#
福
舳
法
の
三
法
以
外
の
事
務
を
も
管
掌
す
る
場
合
が
約
五
〇
涔
に
及
ん
で
居 

た
。(「

坐
活
保
護
法
運
營
の
實
態」

既
會
事
業
\
ニ
八
年
一1.

一
月
號
、.
三
五
頁
參
照)

ま
た
或
る
調
蒼
に
依
れ

ば
第
七
表
の
如
く
、
檐
當
世
帶
歡
が
過
多
：で
あ
る
し
、
主
事
の
經
驗
の
.淺
い
も
の
が
多
い
場
合
も
あ

.

.

.

.

.

.

 

'

る
。
こ
の
：調
査
は
若
干
古
く
な
つ
て
ほ
居
る
が
、
今
で
も
、ど
の
程
度
改
善
さ
れ
て
居
る
か
疑
問
で
あ 

る
•«
東
京
都
の
場
合
で
す
ら
、法
定
の
瘡
當
ヶ
I
ス
數
は
主
事
一
.
人

に

っ

き

六

五

世

帶

で

あ

る

，の

に

、

一.一
八
年

1
〇
月
頃
.の
平
均
擔
當
激
が
生
活
保
護
法
の
ヶ
ー
ス
の
み
で
一
四
一
一
に
上
り
、
兒
童
福
祉
法
、
 

身
體
障
害
福
祉
法
、.
の

ケ

ー

ス

を

合

せ

る

と

、
優
に
一
ー
〇

.〇
を
越
え
る
と
い
う
。(

茂
又
一
郞「

福
酏
_ 

務
所
と
社
會
頋
酏
協
議
會
レ
。ホ
ー
トJ

社
會
事
業
、
：■
ニ
八
年

 

一
.

1

月
號
、

一〇
}®0

第
一
に
は
尊
門
.能
力
を
必
要
と
.す
る
ヶ
I
ス
ヮ
ー
ク
..を

行

う

た

め'^
、

第

二

に

は

公

的

保

護

事

務 

を
專
任
の
吏
員
に
行
わ
せ
る
た
め
に
、
：こ
の
社
會
福
祉
主
事
の
制
度
が
生
れ
た
の
で
^
る
が
、
そ
の 

結
果
は
果
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
の
目
的
は
恐
ら
く
ま
だ
果
し
た
と
は
云
え
な
い
狀
態
に
あ
. 

り
そ
う
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、#
て
方
面
.委

員

を

ヶ

ー

.
ス
!7
丨
力
，
1
と

稱

し

て

毛

怪

し

む
#'
力

な

力

つ

た

とS
.わ
れ
る
時
代
に
比
へ
^

ば 

現
往
で
汰
そ
れ
だ
け
ヶ
ー
ス
ヮ
ー
ク
と
い
う
專
門
的
な
仕
事
が
嚴
.
に
考
え
ら
れ
認
め
ら
れ
て
来
た
わ
け
で
あ
る
。(

港
質
ふ
奈「

社
#
事 

業
の
.専
門
化
に
っ
ぃ
て
.

」

社
會
霊
、
二
セ
年
一
月
號
ニ
要)

,

こ
れ
は
我
國
社
會
事
業
に
於
い
て
の
漪
え
方
の
進
步
と
看
做
す
こ
と
が
.で
き
る
け
れ
2
も
、そ
れ
を
實
行
に
移
1
た
時
期
は
財
政
緊
縮
、

1

了
政
盤
理
、
A
員
整
理
に
ぶ
っ
か
り
、
大
き
な
困
難
が
生

じ

て
し
ま
っ
‘た
。
こ
の
ょ
う
な
情
勢
の
下

に

、
近
年
社
會
福
祉
主
事
の
數
は
急 

速
に
會
加
し
た
。

一
部
分
は
急
場
_を
凌
ぐ
た
め
.の

人

事

も

各

る

か

も
.知

.^
な

ぃ
.^
、

で

專

們'^
カ

が

羞

要

視

さ

本
-^
ら

他

方

で

技

_
っ
て
皮
歡
の
方
阡
に
現
賢
が
_
い
て
居
る
と
い
う
よ
う
な
事
が
な
い
か
4
配
で
あ
る
广

.
-'

.

,

.

 

.

.

 

.

 
”

'

 

.

.

.

■

;

五
、結
語
 

. 

.

, .

以
上
述
べ
•た
と
こ
ろ
か
ら
、
理
論
的
に
.は
生
活
保
護
法
に
關
し
て
十
分
な
社
會
事
業
が
行
わ
れ
得
な
い
こ
と
.が
、明
か
で
あ
り
、
從
っ
て 

生
活
.保

護

事

業

に
の
み
公
私
の
社
會
事
業
.を
集
中
す
る
こ
と
は避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
し
乍
ら
社
會
事
業
が
生
活
保
護
の
仕
事
を 

有

効

適

切

に

行

う

.た

め

の

手

段

で

あ
る
と
と
も
確
か
で
あ
る
。
だ
か
ら
や
ば
り
坐
活
保
護
の
事
業
を
専
門
家
の
李
に
よ
っ
て
行
う
べ
きで 

あ
ろ
う
。
我
國
は
貧
乏
で
社
會
福
祉
%
進
の
.た
め
の
.諸
事
業
に
利
用
し
得
る
資
源
が
乏
し
い
。
だ
か
ら
こ
そ
ー
層
齔
會
事
業
的
方
法
殊
に 

ケ
ー
X
ワ
ー
ク
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
石
と
、
.一
當
局
#
はi

K

つ
て
居
る
。(

黑
木
利
克
、
，

「

わ
が
國
で
ソ
ー
シ
ャ
ル

.
ケ
ー
ス
ワー

ク
は
發
達
し
. 

な
い
で
あ
ろ
'う
か」

社
#
事
事
'
ニ
九
年
六
月
號
、
一
六
頁)

.
“'
.

.'

然
し
乍
ち
實
際
>
の

困

難

ダ

大

き

'い

こ

と

%'
i
M:
の
通
り
で
あ
る
.
.0
^
し
も
.社
會
福
祉
主
事
が
ケ
1
ス
.ヮ
..丨
力ー

と
し
■て

進

.歩

し

な
い
、
 

な

ら

ば

、'.
'或

は

ま

た

福

祉

事

務

所

の

組

織

の

，缺

陷

か

ら

、
能

力

は

あ

.っ
て
も
そ
れ
、だ
け
の
仕
事
於
で
き
な
い
.の
な
.ら
ば
、
.む
し
ろ
民
生
委 

員
の
奉
仕
に
委
せ
て
.、
社
會
福
祉
主
事
の
費
用
を
節
約
す
べ
き
.で
あ
る
と
い
う
意
見
す
ら
俾
る
で
あ
ろ
う
0
然
し
令
ら
そ
れ
は
、
社
會
事 

業
の
進
步
.の
見
地
か
ら
一
巧
え
ば
後
退
で
あ
る

.こ
と
は
云
5-
'
'
.ま
で
も
な
1
。'
ま
た
我
國
0,
乏
し
い
資
源
を
有
効
に
利
用
す
る
途
で
も
な
い
.° 

だ

か

ら

や

は

り

專
！
：

家

を1

層
養
成
す
る
努
力
を
續
け
る
よ
り
他
は
な
い
と
思
從
っ
、て
そ
の
方
面
の
費
用
の
割
合
を
今
ま
で
よ
り
も 

大
き
く
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。:.

.

.

• 

■
■
■

生
活
保
護
法
關
係
の
胁
會
事
業
に
關
t
る
諸
問
題
：

'

に

..
 

.

1;

二

,.(11.

一)


